
　超高齢社会の到来や社会状況が変化する中、高齢者の個々の状況に応じた総合的な支援を行うこ

とで、 高齢者が地域で安心して生活できるまちづくりをめざし、以下の点を基本方針として取り組

みます。

　① 総合相談窓口としての機能を充実させる

　　 高齢者の相談に対するワンストップサービスの拠点として、区民のニーズに応じて、医療・介

　　 護・福祉サービスを適切にコーディネートし、提供できる体制の強化に努めていきます。

　② 地域力を活かした見守りネットワークを構築する

　　 自治会・町会や民生委員、事業者などと連携し、高齢者の情報を集約する拠点としての機能を

　　 整え、地域の特性を生かした効果的な見守り体制の確立を図っていきます。

　③ 関係機関との連携を強化する

　　 多様なケースへの対応を円滑かつ効率的に行うため、各行政機関や医療機関等と必要な情報を

　　 共有するネットワークを確立し、幅広い分野の横断的支援を提供できる体制づくりに取り組み

　　 ます。

人員配置

と安定運

営

・三職種及び介護支援

専門員の慢性的な不足

・対人援助技術・ケア

マネジメント力のスキ

ル不足

・資格取得の励行

・研修、勉強会への参

加

・専門的アプローチの推進
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・志村地区における医療と介護の連携

強化

・医療関係機関との関係性の強化

地域貢

献・地域

連携の強

化

・地域づくりの推進 ・地域包括支援セン

ターの周知徹底

・蓮根圏域街づくりへ

の取り組み

・老人クラブ・サロン・町会等の活動

の把握、支援活動

・介護予防活動の啓発

・認知症共生社会への取り組み

重点的取組

重点課題 取組方針 目　　標

総合相談

支援事業

・複雑化するケースへ

の対応

・職員のスキルアップ

を図る

・研修、講演会への積

極的な参加

・地域住民からくる様々な相談に対

し、高い専門性を発揮できる事業所と

なる。

・介護、医療等関係事業者との連携、

協働を行う。

認知症総

合支援事

業

・認知症サポーター支

援(声がけ訓練の充実)

・アルツハイマー月間

の周知

・地域認知症サポー

ターと共に共生社会を

考える。

・アルツハイマー月間

の周知強化を図るべく

地域図書館と協働する

・地域認知症サポーターと協同事業を

積極的に行う。

在宅医

療・介護

連携推進

事業

・医療と介護の連携不

足による相談者へ不利

益の発生

・志村地区における地

域連携を強化する
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月２回

主任ケアマネジャー連絡会

センター長・行政

包括主任ケアマネジャー・行政

④包括的・継続的ケアマネジメント

　高齢者にとって暮らしやすい地域にするため、地域全体の医療・保健・介護分野の専門家から地

　域住民まで幅広いネットワークをつくり、そこで暮らす高齢者の課題解決や調整に臨みます。地

認知症支援連絡会議

地域リハビリテーション調整会議

介護予防ケアマネジメント担当者連

絡会

介護予防事業者担当者連絡会

認知症担当者連絡会

地域ケア運営協議会

※いずみの苑内会議・委員会にいては省略

板橋区内センター長・社協・行政

包括看護師・行政

包括担当者・リハ職・行政

包括看護師・行政

包括看護師・行政

包括看護師・行政

構成員

包括職員

包括職員

町会長・行政

地域密着通所介護事業所・行政

センター長会議

　域ケア会議の開催、ケアマネジャーへの個別相談、アドバイス支援困難事例等への指導・アドバ

　イスなど、自立支援型ケアマネジメントの支援を行っていきます。

各種会議・委員会

実施日

年２回

年２－３回

年４回

（予備日３回）

年２回

毎日

朝・夕

年３回

年１回

年４回

未定

年３回

会議・委員会

地域包括内会議

(三職種会議)

連絡・伝達ミーティング

地区長会長会議

地域密着運営推進会議

年２回

　高齢者の各種相談に幅広く総合的に対応していきます。高齢者の困ったことに対して必要なサー

　ビスや制度を紹介し、解決に導きます。

②権利擁護

　要支援と認定された人や支援や介護が必要となる可能性が高い人を対象に身体状況の悪化を防ぎ、

　自立した生活が継続できるように介護予防を目的とした支援を行います。

　高齢者の方が安定して生活できるように、その方が持つ様々な権利を守ります。判断能力の低下

　により金銭管理ができなくなった高齢者に金銭的搾取や詐欺から身を守るための成年後見制度の

　ための成年後見制度のサポート、虐待被害の対応、防止、早期発見を行ったりと高齢者の権利を

　守る取り組みをしています。

③介護予防ケアマネジメント

事業概要

①総合相談支援事業
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実施時期 実施回数

９月 １回

１０月 1回

未定 ３回

未定 5回

８月 １回

未定 不定期

偶数月 ６回

担当月 ６回

未定 ２回

毎月 １２回

毎月 ２４回

５月・１０

月
３回

未定 ６回以上

認知症への理解。いずみの苑職員、有料老人ホー

ム、地域サロン等。

医療と介護の連携(志村地区合同)

介護予防に関すること、認知症に関すること、消

費者被害、権利擁護事業に関すること等

スポット事業支援

団地、集会所にてキーホルダーの新規配布、交換

会を行う。

現在活動しているサロンや老人会へ出向き、介護

予防支援、認知症支援を行う。

相談協力員連絡会
民生委員と共に地域活性化、活動支援となるテー

マを決め行う。

社会資源の共有・事例検討・生活保護について等

地区ネットワーク会議

認知症サポーター養成

講座

介護サービス事業者交

流会

認知症家族支援、志村地区包括合同開催

地区別連絡会 志村地区における情報共有

出前講座

高齢者なんでも相談会

見守りキーホルダー交

換、配布会

事業名 内　　　　容

小地域ケア会議
居宅サービス事業所介護支援専門員が抱えるケー

スの事例検討

憩いの場所づくりの後方支援、包括支援センター

紹介講座・認知症講座等

認知症サポーターフォローアップ講座、キャラバ

ンメイト支援講座、あんしん協力店後方支援等

認知症サポーターの活

動支援

認知症カフェ支援

認知症家族交流会

サロン・老人会活動支

援

年間事業予定
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